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第 章    

 

 

１ データヘルス計画の概要 

（１）計画の位置づけと期間 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づく国指針により、

保険者として策定しています。2つの計画は内容が重なるため、一体的に策定しており、

計画期間は平成 30年度から令和 5年度の 6年間です。 

「21世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21（第 2次））」に示された基本方針

及び「名古屋市総合計画 2023（計画期間:令和 5年度まで）」をふまえるとともに、「健

康なごやプラン 21（第 2次）（計画期間：平成 25～令和 4年度）」との整合性を保ち、

連携を図っています。 
 

図 1 計画の位置づけと期間 
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 名古屋市総合計画 2018 名古屋市総合計画 2023  

21世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21（第 2次）） 

（２）目的 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

保険者である本市が、被保険者に対して、健康意識の醸成を図り、PDCAサイクルに沿っ

た効果的な保健事業の展開を通じて連続的に健康づくりを支援します。これにより、被保

険者自らが生活習慣病の早期発見・早期治療の必要性を認識するとともに、個々の健康課

題に応じた生活習慣の改善の方法を理解し、生活習慣病予防につながる健康づくりの取組

みを継続して実施できるようになることを目指します。 

第２期名古屋市国民健康保険保健事業実施
計画（データヘルス計画）・第３期名古屋市
国民健康保険特定健康診査等実施計画とは 

国民健康保険 
保健事業実施計画 
（データヘルス計画）

第 1期 

国民健康保険 
保健事業実施計画 
（データヘルス計画） 

第 2期 

国民健康保険 

特定健康診査等実施計画 

第 3期 

国民健康保険 

特定健康診査等実施計画 

第 2期 

健康なごやプラン 21（第 2次） 平成 25～令和 4年度 
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（３）基本的な考え方と取組みの方法● ● ● ● ●  

① 第 2期データヘルス計画の基本的な考え方  

医療費、健診結果等のデータ分析から明らかとなった健康課題に基づく対策の方向性

に沿って「被保険者の健康保持・増進、保険者としての医療費適正化」を目的に被保険者

の健康づくりの支援、生活習慣病の発症・重症化予防を行っています。（P4 表 2） 

 

② 取組みの方法（データ活用による PDCAサイクルの遂行） 

計画の策定に当たっては、KDBデータ※を活用し分析を行っています。事業の評価にお

いても健康及び医療情報を活用し、毎年度、ストラクチャー・プロセス・アウトプット・

アウトカムの 4 つの視点から評価することによって、効率的・効果的な保健事業を PDCA

サイクルで実施していきます。 

＜評価の視点＞ 

ストラクチャー（実施体制）  ・・・誰が、どういう体制で 

プロセス（実施過程）     ・・・どのように 

アウトプット（実施量）    ・・・どれだけやって 

アウトカム（成果）        ・・・その結果どうだったか 

 

図 2 データヘルス計画と PDCAサイクルに沿った効果的な保健事業の展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   ※KDBデータ：国保データベース（KDB）システムから出力した特定健康診査、レセプト等のデータ 

 

 

 

 

 

 

各事業においても、ＰＤＣＡサイクルに沿

った効果的な保健事業を実施するため、毎

年度、ストラクチャー・プロセス・アウトプ

ット・アウトカムの 4つの視点から評価を

行います。 

Ｃ 
Ｐ 

個別事業 

健康寿命の延伸 

医療費適正化 

Ａ 

計画（Plan） 

データ分析に基づく計画立案 

実績目標・成果目標の設定 

実施（Do） 

事業の実施 

評価（Check） 

事業実施による 

効果の測定・評価 

改善（Action） 

計画の修正 

見直し 
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（４）中間評価の方法 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

① 評価の趣旨 

    令和 2年度は、計画期間の中間年度にあたることから、平成 30～令和元年度に行った事

業の評価を行い、評価結果に基づき、必要に応じ令和 3～5年度に実施する計画、目標値の

見直しを行いました。 

 

② 評価の方法 

    令和 2 年度に実施した「被保険者への健康に関するアンケート」結果や目標の進捗状況

を把握し、Aから Eの区分で評価するほか、(３)で示した 4つの視点で評価を行いました。 

表 1 評価の方法 

Ａ 順調 
計画策定時の値より改善しており、目標値に向けて順調に進んでい

る、または目標値を達成しているもの 

Ｂ 概ね順調 計画策定時の値より改善しており、おおむね順調に進んでいるもの 

Ｃ やや遅れ 
計画策定の値より改善していない（横ばい）、または改善している

が、目標値に向けて遅れているもの 

Ｄ 遅れ 計画策定の値よりも悪化しているもの 

Ｅ 評価困難 
設定した指標または把握方法が異なる等の理由により評価が困難

であるもの 

 

図 3 進捗状況のイメージ図 
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第 章   データヘルス計画の実績・評価 

 

１ 基本的な考え方 

健康課題に基づく対策の実施に向け、第 2期データヘルス計画では、第 1期データ

ヘルス計画において重点的に実施してきた保健事業を踏襲し、名古屋市国民健康保険

の健康課題に即した保健事業を効果的・効率的に実施しています。 

医療費、健診結果等のデータ分析から明らかとなった健康課題を解決するため、第

2期データヘルス計画は「被保険者の健康保持・増進、医療費適正化」を目的に、被保

険者の健康づくりの支援、生活習慣病の発症・重症化予防を行います。 

 

表2 第2期データヘルス計画の基本的な考え方、取組むべき保健事業の目的・目標 

 

  

 
  

実施する個別保健事業 

重症化予防事業 

 特定健康診査 

（未受診者対策） 

特定保健指導 

（未利用者対策） 

健康ポイント事業 

健康課題に応じた健康づく

り事業の連携（ポピュレー

ションアプローチ※の実施） 

健康情報の提供等 

  

実施事項（基本施策） 

生活習慣病発症・ 
重症化予防 健康づくりの支援 

第２期データヘルス計画 

⑤運動習慣の定着 

①糖尿病対策 

②糖尿病性腎症対策 

③高血圧対策 健
康
課
題
に
基
づ
く
対
策
の
方
向
性 

④生活習慣病対策 

（メタボ対策） 

※ポピュレーションアプローチとは、多くの人々が少しずつリスクを軽減することで、集団全体とし
ては多大な恩恵をもたらす事に注目し、集団全体をよい方向にシフトさせることです。生活習慣病
におけるポピュレーションアプローチとしては、「健康づくりの国民運動化」「全住民を対象とした
活動」として、メタボリックシンドロームの概念の定着や具体的な施策プログラムの提示などを行
う方法です。（平成 18年度ポピュレーションアプローチに関する先駆的活動検討委員会） 
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○ 被保険者の健康保持・増進 

○ 保険者としての医療費適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

基本的な考え方（目的） 
中長期目標 

(令和 5年度に向けた成果目標) 

・生活習慣病の重症化予防のため、健診結果によるリスク 

保有者への早期受診、罹患者に対する定期受診を勧奨す 

る事業を実施します。 

・医療費の多くを占める糖尿病対策を実施します。 

・糖尿病有病者の減少 

・高血圧症有病者の減少 

生活習慣病の予防、早期発見のため、健診受診の勧奨を

実施します。 
特定健康診査実施率の向上 

生活習慣病の予防のため、運動・食事に関する生活習慣

の改善を実施します。 
特定保健指導実施率の向上 

被保険者の健康づくりを支援するため、運動習慣のきっ

かけを提供します。 

運動習慣が改善した人の割合の 

増加 

被保険者の健康づくりを支援するため、健康課題（高血

圧、糖尿病）に応じた予防を目的とした事業について、

健康部門と連携し、推進します。 

健康関連行動の実行割合の増加 

生活習慣病の予防のため、運動・食事に関する生活習慣

の改善のきっかけを提供します。 

保健事業と連携を図り、効果的な

保健情報の提供 

第２期データヘルス計画

目指す目標（全体方針） 
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２ データヘルス計画の評価 

（１）データヘルス計画の４つの視点に基づいた評価 ● ● ● ● ● ● ● ● 
 

ストラクチャー評価：誰が、どういう体制で 

○ 健康福祉局生活福祉部保険年金課（以下「保険年金課」という。）において、主査（国民健
康保険保健事業：平成 27年度から配置）を中心に計画策定にあたり、平成 30年度からは

正規の保健師 1 名を配置し、計画の目的・目標を達成するための保健事業を実施してきま

した。また、策定後の毎年度、計画の評価・推進支援業務についてデータ処理等を専門に行

う民間業者に委託し、計画の進捗状況を評価してきました。 
 

○ 他機関との連携体制として、諮問機関である「名古屋市国民健康保険運営協議会」におい
て、計画の進捗状況等を報告し、意見や助言を得てきました。また、愛知県国民健康保険団

体連合会保健事業支援・評価委員会において外部有識者の助言を得るほか、愛知県国民健

康保険部門にも随時相談しながら進めてきました。 
 

○ 庁内関係部署との連携のため、健康部門、地域包括ケア部門、後期高齢者医療部門との連携
会議を実施し、情報共有を図ってきました。 

 

○ 社会資源の活用として、製薬会社や生命保険会社と連携協定を締結し、計画の推進のため
の広報や個別事業に協力を得てきました。 

 

＜課題と今後の方向性＞ 

 医療費等データの解析にあたり、疫学など専門的で高度な知識を必要とするため、年に数
回外部の有識者に助言を受けていましたが、日常的に助言を受けられる環境ではありませ

んでした。今後は市の研究機関である衛生研究所疫学情報部等の協力を得て、より詳細な

解析を行う体制とします。 
 

 計画の推進について、特定健康診査委託医療機関向けの制度説明会など、機会をとらえて
啓発をしてきましたが、周知が進んでおらず、関係機関に向けての一層の啓発が必要です。 

 

プロセス評価：どのように 

○ 疾病別医療費において多くを占める対策可能な生活習慣病（糖尿病、高血圧症）を取り
上げ、有病者の減少を中長期目標としました。特定健康診査等については、特定健康診

査を毎年継続して受けた人は未受診者に比べて健康状況が良く、医療費が低いことが先

行研究から示されていることから、実施率向上自体を目標としました。中でも長期未受

診者に着目し、受診につなげる未受診者対策事業を計画しました。 
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○ アンケート調査結果データにおいては、治療が必要でも放置する人が約 5割いることか

ら、医療費で問題となった糖尿病や高血圧症に関して受診勧奨を目的にした重症化予防

事業を計画しました。 

 

＜課題と今後の方向性＞ 

 国において、介護予防・フレイル対策や生活習慣病予防などの取組みが効果的に実施さ
れるよう「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」に係る改正法が令和 2 年 4 月 1

日に施行されました。今後被保険者が後期高齢者医療に移行したのち、要介護等になる

ことを予防するための視点も必要になってきます。そのため今後は後期高齢者医療デー

タも一体的に分析を行っていきます。 
 

 特定保健指導未利用者対策として健診結果説明会との同日実施を実施事項の一つとして
いましたが、平成 30年度から、国の「特定健康診査・特定保健指導実施の円滑な実施に

向けた手引き（第 3版）」により、健診当日に健診結果がすべてそろわない場合でも初回

面談の分割実施が可能となったため、変更し、特定健康診査との同日実施をさらに拡充

することとします。 
 

 特定健康診査の長期未受診者の減少を目標の一つにしてきましたが、マーケティングの
視点から、長期未受診者よりも 2・3年ごとに受診する不定期受診者を重点勧奨した方が

効果的なことがわかってきました。実施率を上げることで「健診を受診することが普通」

である社会風土になり、ひいては長期未受診者が受診するようになることを目指します。 

 

アウトプット評価：どれだけやって 

○ 策定した計画に基づく保健事業について、対象者の検査値や属性ごとに事業対象者
を抽出し、概ね実施してきました。毎年度の事業評価に基づき、対象者を拡大、支

援のタイミングなども工夫してきました。 

 

＜課題と今後の方向性＞ 

 「健康課題に応じた健康づくり事業の連携（ポピュレーションアプローチの実践）」
のため、健康部門と国民健康保険が抱える健康課題を共有し、健康づくり事業の実

施に向けた連携を図る、という実施事項については、具体的な取組みまで進んでい

ません。今後は「高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施」をふまえ、後期高齢

者医療部門、介護予防部門等と健康課題の共有を行い、必要な対策を連携して行っ

ていきます。 
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アウトカム評価：その結果どうだったか 

○ 被保険者への健康に関するアンケートには「あなたの最近の健康状態は、いかがです
か？」という健康の程度（主観的健康観）を聞く質問があり、計画策定時の平成 29年

度結果では「大変良い」「良い」と答えた人の割合が 72.3％でしたが、令和元年度結果

では 76.4％と、少し増えていました。 
 

○ 医療費についてみると、総医療費に占める生活習慣病※にかかわる医療費の割合は減少

しています。一方で筋・骨格系疾患は増加しています。 

※生活習慣病の傷病名は、ＫＤＢデータで示す生活習慣病の定義から「がん」「精神

疾患」「筋・骨格系疾患」を除いた傷病を取り扱っています。 

 

＜課題と今後の方向性＞ 

 主観的健康観が高い人（自分の健康状態がよいと感じている人）ほど、疾患の有無に
かかわらず生存率が高いことなどがわかっています。今後も自分の健康状態が良い

と思っている人が増えるように、また、生活習慣病に関わる医療費の割合が減るよ

う、生活習慣病対策事業を推進していくほか、増加してきた筋・骨格系疾患について、

原因を分析し、課題を抽出、対策を検討していくことが必要です。 
 

 令和元年度の終わりごろから新型コロナウイルス感染症の感染拡大が始まりました。
外出制限で生活が不活発になることにより心身機能が低下することや、感染への不

安が医療機関への受診抑制となり、生活習慣病の重症化につながることが懸念され

ます。充分に感染拡大防止対策を講じながら、安全に特定健康診査等を実施していく

ことや、感染拡大下においても個々で取組める健康づくりの事業を工夫するなど、今

後も被保険者の健康保持・増進に取組んでいきます。 

 

 

表 3 データヘルス計画の進捗状況 

区分 
策定時 現状値 

（平成 29年度調査） （令和２年度調査） 

被保険者の 

健康保持・増進 

自分の健康状態が大変良い、良いと感じる
人の割合の増加 
（被保険者への健康に関するアンケート結
果より） 

72.3％ 76.4％ 

保険者としての 
医療費の適正化 

総医療費に占める生活習慣病に関わる医療
費の割合の減少 

18.1％ 16.4％ 
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（２）個別事業の進捗状況 ● ● ● ● ● ● ● ●  

令和元年度までの個別事業の進捗状況については次のとおりです。 

表 4 個別事業の進捗状況 

事業 

策定時 成果目標 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

進捗 

状況 

（平成 28 年度） (令和 5年度) 
成果目標の 

見直し 

重症化予防事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

収縮期血圧 140mmHg

以上の人の割合の減

少 

（-2.0ポイント） 

男性 28.3％ 26.3％ 28.1％ 27.1％ 26.9％ 
Ｂ 

 

女性 22.7％ 20.7％ 22.7％ 21.7％ 21.6％ 
Ｂ 

 

糖尿病有病者 1の割合の減少 

（-0.8ポイント） 
8.0％ 7.2％ 8.2％ 8.9％ 9.0％ 

Ｄ 

 

血糖コントロール 

不良者 2 の割合の減

少 

（-0.03ポイント） 

服薬中 0.52％ 0.49％ 0.55％ 0.75％ 0.70％ 
Ｄ 

 

服薬 

なし 
0.37％ 0.34％ 0.38％ 0.17％ 0.18％ 

Ａ 

 

糖尿病治療継続者 3の 

割合の増加（＋6.0ポイン

ト） 

58.5％ 64.5％ 59.6％ 67.4％ 68.1％ 
Ａ 

 

特定健康診査 

 

 

特定健康診査実施率の向上 

（＋10ポイント） 
28.6％ 38.6％ 29.1％ 29.2％ 27.3％ 

Ｄ 

 

長期未受診者（3年連続）の 

減少 

（-3.0ポイント） 

58.6％ 55.6％ 57.5％ 59.9％ 58.6％ 
Ｃ 

 

特定保健指導 

 

 

特定保健指導実施率の向上 

（＋5ポイント） 
7.6％ 12.6％ 7.9％ 6.7％ 5.4％ 

Ｄ 

 

特定保健指導対象者の割合の

減少 

（-0.5ポイント） 

11.3％ 10.8％ 11.5％ 11.3％ 11.2％ 
Ｃ 

 

1  特定健康診査受診者のうち「HbA1c（ヘモグロビンエーワンシー）」が 6.5％以上の者 

2  特定健康診査受診者のうち「HbA1c」が 8.4％以上の者 

3  特定健康診査受診者で「HbA1c」が 6.5％以上の者のうち「服薬歴」に「血糖」を含む者 
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4  平成 29年度の参加者アンケートで「運動するようになった」「少し運動するようになった」と回答した者。平成 30

年度からは 1,000歩以上歩数が増えた者 

5   重複受診者とは、同一疾病での受診医療機関で 1か月に 3か所以上の状態が 3か月連続し、保健指導が必要な者 

  重複服薬者とは、6か月間の調剤レセプトから調剤内容や投与期間に重複があり、保健指導が必要な者 

6 「後発医薬品のある先発医薬品」及び「後発医薬品」を分母とした「後発医薬品」の数量シェア 

7 特定健康診査受診者のうち問診票の質問項目「運動や食生活等の生活習慣を改善しようと思いますか」に「すでに改

善に取組んでいる（6 か月以上）」、「すでに改善に取組んでいる（6 か月未満）」または「近いうちに（概ね１か月以

内）改善するつもりであり、少しずつ始めている」と回答した者 

 

 

 

 

 
 

事業 

策定時 成果目標 
平成 

29年度 

平成 

30年度 

令和 

元年度 

進捗状況 

（平成 28 年度） (令和 5年度) 
成果目標の 

見直し 

健康ポイント事業 

 

事業参加者の増加 497人 ― 614人 1,852人 2,239人 
Ａ 

4,000人 

運動習慣が改善した人 4の割

合の増加 
72.0％ ― 64.4％ 74.1％ 76.5％ 

Ａ 

80.0％ 

健康情報の提供等 

 

 

 

重複受診（服薬）者 5への健

康支援により、適正受診を推

進 

― ― 
訪問 6件 
文書送付 
37件 

訪問 8件 
文書送付 

33件 

訪問 6件 
文書送付 
22件 

Ａ 

指導対象者の 

改善割合 45％ 

後発医薬品の数量シェア率 6

の増加 

（＋15.7ポイント） 

64.3％ 80.0％ 68.8％ 73.7％ 74.3％ 
Ｂ 

 

健康課題に応じた健康づくり事業の連携 

 
健康関連行動の実行割合 7の 

増加 
40.5％ ― 40.6％ 40.7％ 40.7％ 

Ｃ 

増加 



11 

 

３ 医療費及び健診等データの分析結果から見る今後の方向性 

 
表 5 データ分析の結果に基づく健康課題・対策の方向性 

 

（１）医療費情報から見る分析 ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

データ分析 分析に基づく健康課題 

・1人当たり医療費、医療機関への受

診率、１件当たり日数、１日当たり

費用額は平成 24～令和元年度の間、
年々増加 

対策方向性 

生活習慣病 

対策 

 

(糖尿病対策) 

(高血圧対策) 

(糖尿病性腎症対策) 

・生活習慣の改善により予防できる

生活習慣病関連疾患への対策が課

題 

・疾病別では糖尿病が１位 

総医療費 

・疾病別では、糖尿病の総医療費が

最も高額。糖尿病への罹患を抑制

する発症予防と糖尿病を要因とす

る糖尿病性腎症等への重症化予防

が課題 

・全体（男性・女性）において、高血

圧性疾患のレセプト件数が最多 

・50歳以降は高血圧性疾患、糖尿病が

上位 

受診率 

・高血圧性疾患への罹患を抑制する

発症予防と糖尿病を要因とする糖

尿病性腎症等への重症化予防が課

題 

 

・くも膜下出血、脳内出血のレセプ

ト 1件当たり医療費が高額。その

主要因として高血圧症が想定され

るため、高血圧対策が課題 

 

・腎不全が外来における高額医療費

の主要因であり、腎不全の主要因

として想定される糖尿病性腎症等

への重症化予防が課題 

 

・人工透析導入者の多くは生涯にわ

たり治療を行うことが必要である

ことから、新規人工透析導入者を

増やさないための対策が課題 

 

・骨折によるＱＯＬの低下・医療費

負担が懸念される。 

・高額な医療費がかかっている疾患

は、入院では、虚血性心疾患、脳梗

塞、外来では腎不全が上位 

・高額な医療費がかかっている人の原

因となる疾患（高血圧症、糖尿病、

脂質異常症、高尿酸血症）の受診状

況をみると、入院・外来とも高血圧

性疾患により受診している人が最多 

・入院において骨折が上位 

（7位→4位※） 

・男性では、40～49歳、70～74歳で

脳内出血が上位 

・女性では、30～39歳、40～49歳で

腎不全、50～59歳・60～69歳でくも

膜下出血、70～74歳でくも膜下出
血・脳内出血が上位 

高額医療費の状況 

人工透析導入者の状況 

・人工透析導入者に対する新規人工透

析導入者の割合は横ばい状態で推移 

 

新たな視点で 

医療費等を分析 

 

医療費の概況 

１件当たり医療費 

文中の下線部分は新規の分析・健康課題を示します 

※平成 28年度と令和元年度の高額医療受療者（レセプト 1件が 50万円以上）総医療費順（入院）の順位の変化 
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（２）特定健康診査・特定保健指導情報から見る分析 ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

データ分析 分析に基づく健康課題 

・令和元年度の特定健康診査実施率は

27.3％であり、目標（30.9％）に達

していない。 

・平成 29～令和元年度（3年間）で 1

度も健診を受診していない割合は
58.0％ 

対策方向性 

特定健康診査実施率 

・令和元年度特定保健指導実施率

5.4％ 動機づけ支援 5.6％ 

積極的支援 4.8％ 

特定保健指導実施率 

・令和元年度特定保健指導対象者割合

11.2％ 

動機づけ支援 8.4％ 

積極的支援 2.8％ 

・若年層ほど対象者割合が高い。 

特定保健指導対象者割合 

・新型コロナウイルス感染症の影響

を考慮した情報提供のあり方が課

題。動画など、伝わりやすい啓発

媒体を作成して効果的に広報して

いくことが必要 

 

 

・健診受診を生活習慣病発症予防対

策と捉え、特定健康診査受診によ

る健康リスクの把握が課題 

 

 

・特定保健指導による生活習慣改善、

生活習慣病発症、重症化予防への 

対策が課題 

 

 

・40歳代への早期の生活習慣改善対

策の実施が必要 

 

 

・特定健康診査受診者の 3割が肥満

リスクを保有している。年齢階層

が高いほど肥満リスクの割合が増

加することから、40歳代への早期

の肥満対策が必要 

 

 

・収縮期血圧、拡張期血圧の有所見

者の割合が国と比較し、高いこと

から、高血圧対策が課題  

生活習慣病 

対策 

(メタボ対策) 

(未受診者対策) 

 

運動習慣の 

定着 

・BMIのリスク保有率は男性 31.5％、

女性 18.5％、腹囲のリスク保有率は

男性 55.4％、女性 18.3％ 

・男性の腹囲のリスク保有率は国を上

回っている。 

肥満リスク 

・収縮期血圧リスク保有率は男性

51.1％、女性 42.8％、拡張期血圧の

リスク保有率は男性 25.8％、女性

15.6％ 

・収縮期血圧、拡張期血圧のリスク保

有率は国を上回っている。 

血圧リスク 

・週に 2回以上、１回 30分以上の運

動を 1年以上継続している人の割合
は、男性 41.7％、女性 37.2％ 

・運動習慣がある人の割合が 4割で

あることから、引き続き運動習慣
の改善、定着に向けた対策が必要 

生活習慣（運動習慣） 
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（３）アンケート情報の分析の結果 ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ナッジ理論：アメリカの行動経済学者、リチャード・セイラー氏によって提唱された「ナッジ理論」は、文章の文面や

表示方法等を工夫することで、その人の心理に働きかけ、行動を行動科学的に変えていくことができると

いう理論です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アンケート情報の分析の結果 
アンケート結果に 

基づく健康課題 対策方向性 

・適正な受診や病気の重症化予防のた

めに実行していることについては

「自覚症状が出たら早めに受診す

る」が 62.1％、「かかりつけ医をも

っている」が 59.2％、「治療が必要

な場合、放置せず治療している」が
50.1％ 

受診行動 

・健診を受診しない理由について、

「自覚症状がないため健診の必要性

を感じない」が 37.7％、「受診する

のが面倒である」が 27.5％ 

健診を受診しない理由 

・病気の重症化予防に対する意識は

あるが、健康観が低く、健診受診

への取組みに結びつかないことが

課題 

 

 

・健診受診により、病気のリスク発

見につなげるための啓発が必要 

 

 

・健診の意義を理解し、受診と、受

診結果からの生活習慣改善に結び

つけるための周知・啓発が必要 

 

 

・ナッジ理論※を活用した効果的な

受診勧奨通知の作成手法を保健事

業に取り入れることが必要  

特定健康診査

未受診者対策 

 

 

特定保健指導 

利用勧奨 

生活習慣改善意欲 

・運動や食習慣の改善意欲について、

「改善するつもりがない」と回答し

た人で生活習慣病についての知識の

ない人の割合が 51.9％ 
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表6 第2期データヘルス計画（平成30～令和5年度） 

（１）重症化予防事業     
実施事項 

実施計画 

平成30～令和元年度 令和2年度中間評価 

策定時：新規 

＜高血圧対策＞ 

受診勧奨（未受診者） 

高血圧で医療機関への受診歴が

ない方に対し、受診勧奨を実施

しました。 
受診勧奨の結果、一

定の効果がみられま

した。 
策定時：新規 

＜高血圧対策・糖尿病対策＞ 

受診勧奨（治療中断者） 

過去に高血圧性疾患、糖尿病受

療歴があり、直近の受療歴がな

く、健診結果が不良の方に対し、

受診勧奨をしました。 

継続＜糖尿病性腎症対策＞ 

予防対象者への保健指導 

名古屋市医師会との連携によ

り、治療中の方へ本事業参加を

働きかけました。（研修会等の

実施） 

策定時：拡充 

受診勧奨の結果、一

定の効果がみられま

した。 

一部目標を達成して

いますが、悪化した

項目もあります。 

継続＜糖尿病対策＞ 

糖尿病未治療者に対する参加勧

奨方法の検討 

未治療の対象者を選定し、健診

結果のレベルに応じた支援（面

談、教室等参加）を提供しまし

た。 

策定時：拡充 

継続＜事業全般＞ 

未治療者の事業参加に繋がる方

法の検討 

未治療者に対する初回面談を働

きかけ、初回面談実施率の向上

に努めました。 

中長期計画 
短期計画 

４ 中間評価をふまえた第 2期データヘルス計画（平成 30～令和 5年度） 

 

データヘルス計画（平成30～令和5年度）において実施する個別保健事業の実施計画

と目標値（令和5年度）を表に示します。 

計画期間中間年度である令和2年度に、平成30～令和元年度に行った事業の中間評価

を行い、評価結果に基づき、令和3～5年度に実施する計画、目標値の見直しを行いまし

た。 
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中長期計画 
実施計画 

成果目標（令和5年度） 

令和3～5年度 

継続 

収縮期血圧が140mmHg以上の人の割合の減少 

男性       女性 

元年度  26.9％      21.6％ 

→  5年度  26.3％      20.7％ 

     （－0.6ポイント）（－0.9ポイント） 

中間評価：拡充 

事業の広報を強化します。 

糖尿病有病者の割合の減少 

元年度 9.0％ 

→  5年度 7.2％（－1.8ポイント） 

 

血糖コントロール不良者の減少 

服薬中      服薬なし 

元年度  0.70％      0.18％ 

→  5年度  0.49％      0.34％ 

     （－0.21ポイント） (達成) 

 

糖尿病治療継続者の増加 

元年度 68.1％ 

→  5年度 64.5％（達成） 
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（２）健康ポイント事業    
実施事項 

実施計画 

平成30～令和元年度 令和2年度中間評価 

策定時：新規 

＜運動習慣定着・メタボ対策＞ 

ポイント対象事業の充実 

ウォーキング効果を検証する

ためのメニューを追加しまし

た。 

 参加前後の体重、血圧等
を測定し、効果ポイント

を付与 

参加者は年々増加 

 

参加者の歩数の増加

等、行動変容面は改

善が見られました

が、特定健康診査の

結果の大きな改善に

までは至りませんで

した。 

策定時：新規 

＜運動習慣定着・メタボ対策＞ 

健康部門との連携 

・市民向けインセンティブ事

業（健康マイレージ事業）と

の連携のため、健康部門と協

働し、事業の周知を図りまし

た。 

継続＜運動習慣定着・メタボ対策＞ 

若年層対策 

・広報メディア、SNSを利用

し、若年層への周知を図りま

した。 

・特定健康診査対象外の20歳

代、30歳代に向けた健康づく

りに関するメニューを検討

しました。 

継続＜運動習慣定着・メタボ対策＞ 

特定健康診査との連携 

・特定健康診査・がん検診受

診でポイントを付与しまし

た。 

・受診券配布時における事業

の案内、周知をしました。 

継続＜運動習慣定着・メタボ対策＞ 

広報、啓発 

・実施内容（実施期間中の状

況、実施後の成果）を広く周

知し、効果的な広報媒体を活

用しました。 

・商店街等とのタイアップを

図り、広報、啓発を行いまし

た。   

中長期計画 
短期計画 
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中長期計画 
 

実施計画 

成果目標（令和5年度） 

令和3～5年度 

中間評価：拡充 

運動習慣のさらなる定着、健診結

果の改善につながるよう取組み期

間の延長、参加定員の拡充を図り

ます。 

事業参加者の増加 

 平成30年度 1,852人 

うち40歳未満の参加者 313人 

 

令和元年度 2,239人 

うち40歳未満の参加者 173人 

 

中間評価：数値目標を新たに設定 

→ 5年度   4,000人 

 

 

 

中間評価：数値目標を新たに設定 

運動習慣が改善した人の割合の増加 

   元年度  76.5％ 

  → 5年度    80.0％ （＋3.5ポイント） 
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（３）特定健康診査（未受診者対策）    
実施事項 

実施計画 

平成30～令和元年度 令和2年度中間評価 

継続＜生活習慣病対策＞ 

受診勧奨 

健康リスクが高く、未受診者

数が一番多い60歳代に対し電

話勧奨を実施しました。 

 被用者保険の離脱による
国民健康保険加入者（60～

65歳）を対象とした電話勧

奨を実施 

受診勧奨により健診

受診が定期的でなか

った方（以下「不定期

受診者」という。）の

受診にはつながりま

したが、長期未受診者

の減少にはつながり

ませんでした。 

 

わずかに上昇基調で

したが新型コロナウ

イルス感染症の影響

で令和元年度は受診

率が低下しました。 

継続＜生活習慣病対策＞ 

集団健診 

・休日健診（区役所等） 

・平日健診（大型商業施設等） 

・ナイト健診（区役所等） 

特定健康診査の周知、休日健

診の案内を目的に、はがき等

通知による勧奨を実施しまし

た。 

 受診券配布時、特定健康診
査実施開始後の複数回に

渡り、勧奨を実施 集団健診の場所によ

って受診者のばらつ

きがみられました。 集団健診の予約センターを開

設しました。 

ナイト健診（夜間帯18～20時の

特定健康診査）の実施機関（回

数）を増やしました。 

策定時：拡充 

継続＜生活習慣病対策＞ 

健診当日の結果説明の開催 

結果説明の同日実施について、

実施機関が増えるよう調整し

ました。 

策定時：拡充 

平成30年度末の国手

引き改訂により健診

同日の特定保健指導

が可能となりました。  

中長期計画 
短期計画 
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中長期計画 
実施計画 

成果目標（令和5年度） 

令和3～5年度 

中間評価：変更 

長期未受診者へのアプローチだけ

でなく、不定期受診者への受診勧

奨を強化するなど、マーケティン

グ等の手法を活用していきます。 

特定健康診査実施率の向上 

元年度 27.3％ 

→  5年度 38.6％（＋11.3ポイント） 

 

長期未受診者（3年連続）の減少 

元年度 58.6％ 

→  5年度 55.6％（－3ポイント） 

中間評価：変更 

集団健診の場所を区の人口や受診

者実績で工夫して設定していきま

す。 

中間評価：変更 

健診説明会ではなく、同日の特定

保健指導分割実施を行っていきま

す。 
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（４）特定保健指導（未利用者対策）    
実施事項 

実施計画 

平成30～令和元年度 令和2年度中間評価 

継続＜生活習慣病対策＞ 

利用勧奨 

特定保健指導対象者に対する

電話、はがき等通知による勧奨

を実施しました。 

 運動教室、料理教室の案内、
実施機関の案内 

わずかに上昇基調で

したが新型コロナウ

イルス感染症の影響

で令和元年度は実施

率が低下しました。 

継続＜生活習慣病対策＞ 

健診結果説明会との同日実施 

健診結果説明会と併せて行う

特定保健指導について、特定健

康診査実施機関を通じて、周知

を行いました。 

 特定保健指導の案内作成、
内容充実 

平成30年度末の国手

引き改訂により健診

同日の特定保健指導

が可能となりまし

た。 

継続＜生活習慣病対策＞ 

特定健康診査との同日実施 

特定健康診査当日の結果説明と

特定保健指導の初回面談の実施

に向け、実施機関との調整を図

りました。 

策定時：拡充 

  

中長期計画 
短期計画 
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中長期計画 
実施計画 

成果目標（令和5年度） 

令和3～5年度 

継続 

特定保健指導実施率の向上 

元年度  5.4％ 

→  5年度 12.6％（＋7.2ポイント） 

 

特定保健指導対象者の割合の減少 

元年度 11.2％ 

→  5年度 10.8％（－0.4ポイント） 

中間評価：変更 

健診説明会ではなく、同日の特定保

健指導分割実施を行っていきます。 

中間評価：変更 

特定健康診査当日に特定保健指導

の初回面談分割実施に向け、実施機

関との調整を図ります。 
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（５）健康情報の提供等     
実施事項 

実施計画 

平成30～令和元年度 令和2年度中間評価 

継続 

重複受診者、重複服薬者に対する健康

支援 

重複受診者、重複服薬者に対

し訪問指導等を実施しまし

た。 

一定の効果が得ら

れていますが、改善

割合が低下してい

ます。 

継続 

・市営温水プールの回数券購入助成 

・保養施設の宿泊料金助成 

健康ポイント事業が提供する

メニューへの統合を検討しま

した。 

メニューの統合は

できませんでした。 

継続 

健康課題に即した情報提供 

「国保だより」の作成、健康講

演会の開催により、健康課題

に即した情報を提供しまし

た。 

関係機関からの情

報を受け、内容の充

実を図りました。 

継続 

後発医薬品（ジェネリック医薬品）の

普及促進 

希望シールの配布及び差額通

知を送付しました。 

普及率は年々上昇

しています。 

（６）健康課題に応じた健康づくり事業の連携（ポピュレーションアプローチの実

践）（新規） 
実施事項 

実施計画 

平成30～令和元年度 令和2年度中間評価 

策定時：新規 

＜運動習慣定着＞ 

健康部門との事業連携 

健康部門と国民健康保険が抱

える健康課題を共有し、健康

づくり事業の実施に向けた連

携を図りました。 

保健師研修等で健

康課題の共有を行

いました。 

「高齢者の保健事業

と介護予防の一体

化」に係る法改正が

あり、今後は高齢者

の特性をふまえた

取組みが必要とさ

れました。  

中長期計画 
短期計画 
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中長期計画 

実施計画 

令和3～5年度 成果目標（令和5年度） 

中間評価：拡充 

保健福祉センター等と連携し、健康課題に

応じた健康づくり事業の推進を図っていき

ます。 

高齢者の特性をふまえた新たな視点で医療

費等の分析を行い、課題を抽出、対策を検

討していきます。 

健康関連行動の実行割合の増加 

 

 

実施計画 

成果目標（令和5年度） 

令和3～5年度 

継続 

中間評価：成果目標を変更 

健康支援により、適正受診を推進 

→ 重複受診者・重複服薬者の減少 

中間評価：数値目標を新たに設定 

→ 5年度   改善割合 45.0％ 

継続 

中間評価：成果目標を変更 

保健事業との連携を図り、効果的な健康情報

を提供 

→ 健康関連行動の実行割合の増加 

継続 

数量シェア率 

元年度 76.5％ 

→  5年度 80.0％（＋3.5ポイント） 

 



24 

 

 
 

第 章   被保険者への健康に関するアンケート結果 

 

    表 7 被保険者への健康に関するアンケート概要  

調査概要 

目的 
被保険者の健康意識や日常生活における健康関連行動の実態を把握し、健
康の保持･増進の支援の施策やデータヘルス計画策定に効果的に活用する。 

対象 
令和2年5月1日現在加入している20～74歳の被保険者 

6,000名（無作為抽出） 

時期 令和2年5月28日～6月30日 

回答状況 回答数 2,534人（回収率 42.2％） 

調査項目 

 

 質問項目 

属性 性別・年齢・居住区・同居家族・職業 

健康状態・健康意識 
主観的健康感・治療状況・生活習慣病の理解・
メタボリックシンドロームの理解 

健康関連行動 

日頃の健康行動の実行・健康関連行動の実践
ステージ・診断後の行動・適正受診や重症化
予防の行動・生活習慣の改善に必要な健康情
報 

保健事業の理解・必要

な情報 

特定保健指導の理解・生活習慣病予防のため
の必要な取組み・医療費通知の対応・後発医
薬品の理解 

受診行動・意思 
過去1年間の健康診査受診の有無・健康診査
受診の理由・健康診査を受診してよかったこ
と・今後の健康診査受診の意思 

 

※被保険者の健康に関するアンケートは、平成27年度（平成27年5月20日～6月1日）、 

平成29年度（平成29年6月5日～6月30日）に引き続き、実施いたしました。今回の集計・分析について

は衛生研究所疫学情報部の協力を得て行いました。 

 

平成27年度の被保険者の健康に関するアンケート実施状況 

対象 
平成27年5月1日現在加入している20～74歳の被保険者5,000名 
（無作為抽出） 

回答状況 回答数 1,929人（回収率 38.6％） 

平成29年度の被保険者の健康に関するアンケート実施状況 

対象 
平成29年5月1日現在加入している20～74歳の被保険者6,000名 
（無作為抽出） 

回答状況 回答数 2,253人（回収率 37.6％） 
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表 8 被保険者への健康に関するアンケート結果の比較 

 平成 29年度 令和 2年度 

１ 健康状態（健康の程度（主観的健康感）を聞く質問） 

たいへんよい、よい 72.3％ 76.4％ 

あまりよくない、よくない 26.5％ 22.8％ 

２ 健康関連行動 

毎日、朝食をとるようにしている 73.9％ 73.7％ 

過労に注意し、睡眠、休養をとる 54.4％ 57.1％ 

体重を測定している 52.3％ 51.0％ 

健診受診 50.9％ 49.7％ 

特に行っていることはない 2.8％ 3.6％ 

（運動習慣） 

運動やスポーツをしている 33.5％ 31.7％ 

近いところは歩くようにしている 32.6％ 34.8％ 

３ 受診行動（適正受診や重症化予防のために実行していること） 

自覚症状が出たら早めに受診する 59.9％ 62.1％ 

かかりつけ医をもっている 58.5％ 59.2％ 

治療が必要な場合、放置せず治療している 48.6％ 50.1％ 

特にない 7.2％ 6.9％ 

４ 健康づくり、生活習慣病予防のための取組み 

（どのような取組みがあれば、継続的に実施できるか） 

気軽にできる健康の相談 31.7％ 28.3％ 

健康や病気の予防についての情報提供 26.2％ 24.5％ 

身近な会場での運動機会 21.5％ 21.4％ 

（情報をどこから得ているか） 

テレビ・ラジオ 74.0％ 83.1％ 

新聞・雑誌・一般書 54.2％ 68.9％ 

医師、薬剤師、看護師、栄養士などの医療関係者 35.7％ 31.1％ 

５ 健診を受診した理由 

自分の健康状態を知りたい 72.8％ 69.4％ 

受診券が自宅に届いた 43.2％ 46.1％ 

自己負担金が無料 33.6％ 26.0％ 

早期発見に努め治療費がかからないように 28.2％ 23.0％ 

６ 健診を受診しない理由 

通院中（治療中）である 35.8％ 27.2％ 

受診するのが面倒である 24.8％ 27.5％ 

受診する機会がない 19.4％ 13.0％ 

自覚症状がないため、健診の必要性を感じない※ 9.5％ 37.7％ 

 ※平成 29年度は「健康に自信があり健診の必要性を感じない」という選択肢の割合 



 

 

 

 

（概要版） 


